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行政文書不開示決定通知書

林弘法律事務所山中理司様

国税不H鶴到所長

東亜由ヲ

令和2年4月6日にされた行政文書の開示請求について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（羽戎11年法

律第42号)第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり、開示しないことと決定しましたので通知しますも

＝T

百巳

行政文書の名称 本笥斬長､本部次長及び本部管理室長による職員面談の実施方法が書いてある文書（鍔1初

開示請求のあった行政文書は、作成しておらず､保有していないため、不開示としました。不開示とした理由

担 当 課 国税不服審ド胴T管理室情報公開窓口 毒舌:03-3581-4101 (W:3925)

この決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

3か月以内に国税庁長官に対して、審査請求をすることができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起

算して3か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくな

ります6 ） 。

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法の規定により、この決定があったことを知

った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となりますb ) 、

処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内で

あっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

すb ) 。


